
　　一般社団法人

　　　埼玉県社会福祉事業共助会

　　掛 金 返 還 金 支 払 通 知 書

 熊谷　淳子
　先にご提出頂きました脱会届兼返還金受給申請書に基づき、次のとおり送金い

たします。施設・団体口座へ振込みの場合は、右の「領収書」を共助会あて提出

願います。

　また、会員掛金と同額が資産取崩額となりますので、これに基づき、会計処理をしてください。

　但し掛金返還金として上記の金額

　正に受領致しました。

（脱会）会員名

■振込先 0950-37

この領収証は会員の記名捺印のうえ共助

会宛提出してください。

振込予定日

　4735

金融機関名 本支店名

普通

口座番号預金科目

　坂戸　いるま野農協

加入年月日 退職年月 日 加入期間

20○○/07/01 20○○/03/31 0年 9ヶ月

0950 37

合計支給額

¥32,400

会員（職員）掛金

¥32,400

20○○年04月29日 　

0950 　埼玉園　様

一般社団法人　埼玉県社会福祉事業共助会理事長

施設・団体No 会員番号 施設・団体掛金

20○○年04月30日　

領 収 証

（資産取崩後も同額）

¥0
＝ ＋

↑

¥32,400
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口 座 名 義
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